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令和６年度第４回 立川市公契約条例検討委員会 会議概要 

 

開 催 日 時 令和７年３月５日（水）～３月１２日（水） 

開 催 場 所  書面開催 

次 第 

 

１ 書面開催の経緯 

 令和７年３月３日の立川市議会第１回定例会総務委員会において、公

契約条例（素案）に関するご意見をいただき、４月のパブリックコメン

ト資料への反映のため、書面開催とした。 

２ 議題 

（１）公契約条例（素案）第１条目的の一部修正について 

 

配 布 資 料 

 

・資料１：公契約条例（素案）第１条目的の一部修正について 

・資料２：総務委員会「公契約条例の制定について」に対する意見質問

の要旨 

出 席 委 員 

 

［委員］ 

森井利和,木村辰幸,中村知義,松浦孝治,小笠原一樹 

委員からの意見、質問及びそれに対する回答 

意見・質問 回 答 

２．議事 

（１）公契約条例（素案）第１条目

的の一部修正について 

 

※市議会からの意見を受け事務局と

して協議した結果、市議会の意見

を尊重することといたしました。 

「公共の福祉」は、法律用語辞典に

よると「個々の人間の個別的利益

を超え又はそれを制約する機能を

もつ公共的利益あるいは社会全体

の利益」とのことです。福祉＝利

益という意味で使われていること

が分かります。「市民の福祉の増

進」では狭義の福祉の住民サービ

スと捉えてしまわないよう、広義

の「福祉」という用語を読み替え

て「公共的利益あるいは社会的利

益」と考え、これにより表記を修

正することを提案いたします。 

 

・「市民の福祉の増進に寄与する」を 

 「公共的・社会的利益につながる」に修正する。 

 

 賛成：５名 

 反対：０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次回の開催は未定（新年度） 

 

 


